
平
成
十
一
年
五
月
二
十
一
日
受
領 

答

弁

第

三

〇

号 

     

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
事
務
次
官
の
適
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
五
第
三
〇
号 

平
成
十
一
年
五
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 



 

一
の
（
3
）
に
つ
い
て 

一
の
（
2
）
に
つ
い
て 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て 

大
蔵
省
の
事
務
次
官
と
い
う
重
要
な
職
責
を
有
す
る
役
職
に
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を
任
用
す
る
こ

と
と
な
る
と
考
え
る
。 

大
蔵
事
務
次
官
就
任
前
に
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
措
置
を
受
け
た
者
は
、
以
下
の
七
名
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
監
督
責
任
を
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

「
人
格
」
と
は
、
人
柄
や
人
品
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
客
観
的
に
は
か
る
基
準
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
「
品
性
」
は
、
基
本
的
に
「
人
格
」
と
同
じ
意
味
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

昭
和
五
十
四
年
十
月
二
十
九
日
付
け 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
事
務
次
官
の
適
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

処
分
当
時 

主
計
局
長 

 
 

 
 

田
中 

敬 

「
文
書
厳
重
注
意
」 

処
分
当
時 

大
臣
官
房
長 

 
 

 

松
下
康
雄 

「
戒
告
」 

一 

 



 

一
の
（
5
）
に
つ
い
て 

一
の
（
4
）
に
つ
い
て 

大
蔵
省
の
事
務
次
官
に
は
、
そ
の
役
職
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を
任
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
い
。 

過
去
の
不
祥
事
の
反
省
に
立
ち
、
引
き
続
き
綱
紀
の
厳
正
な
保
持
を
徹
底
す
る
な
ど
、
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
回
復 

平
成
七
年
九
月
八
日
付
け 

平
成
七
年
三
月
十
三
日
付
け 

平
成
二
年
八
月
十
日
付
け 

処
分
当
時 

主
計
局
長 

 
 

 
 

小
村
武 

 

「
訓
告
」 

処
分
当
時 

大
臣
官
房
長 

 
 

 

小
村
武 

 

「
口
頭
厳
重
注
意
」 

処
分
当
時 

主
計
局
長 

 
 

 
 

篠
沢
恭
助 

「
口
頭
厳
重
注
意
」 

処
分
当
時 
大
臣
官
房
審
議
官 

 

小
川
是 

 

「
訓
告
」 

処
分
当
時 

主
計
局
主
計
官 

 
 

尾
崎
護 

 

「
文
書
厳
重
注
意
」 

処
分
当
時 

大
臣
官
房
秘
書
課
長 

小
粥
正
巳 

「
訓
告
」 

二 

 



 

一
の
（
10
）
及
び
（
11
）
に
つ
い
て 

一
の
（
8
）
及
び
（
9
）
に
つ
い
て 

一
の
（
7
）
に
つ
い
て 

一
の
（
6
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
社
説
に
あ
る
よ
う
な
事
実
は
承
知
し
て
い
な
い
。
な
お
、
人
事
は
任
命
権
者
の
判
断
に
お
い
て
行
う
べ
き
も
の

と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
社
説
に
あ
る
よ
う
な
こ
と
に
よ
り
人
事
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

に
向
け
て
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

御
指
摘
の
社
説
に
あ
る
よ
う
な
「
官
治
」
が
現
在
横
行
し
て
い
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
が
、
国
家
公
務
員
は
、
国
民
全

体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
法
令
に
従
い
、
不
偏
不
党
か
つ
公
正
に
職

務
の
遂
行
に
当
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

大
蔵
省
に
お
い
て
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
等
関
係
法
令
に
基
づ
き
予
算
編
成
事
務
を
行
っ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
法
令
に
基
づ
き
適
切
な
予
算
編
成
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

大
蔵
省
に
お
け
る
人
事
の
基
本
は
、
同
省
が
そ
の
任
務
を
適
切
に
果
た
し
て
い
く
た
め
、
各
人
の
能
力
、
適
性
等
を
踏
ま 

三 

 



 

二
の
（
4
）
に
つ
い
て 

二
の
（
3
）
に
つ
い
て 

二
の
（
2
）
に
つ
い
て 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て 

法
務
省
の
長
た
る
法
務
大
臣
を
助
け
、
省
務
を
整
理
し
、
同
省
各
部
局
及
び
機
関
の
事
務
を
監
督
す
る
と
い
う
事
務
次
官

と
し
て
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
十
分
な
能
力
と
適
性
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

法
務
省
の
事
務
次
官
と
い
う
重
要
な
職
責
を
有
す
る
役
職
に
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を
任
用
す
る
こ

と
と
な
る
と
考
え
る
。 

え
、
適
材
を
適
所
に
配
置
す
る
こ
と
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

な
お
、
大
蔵
省
に
お
い
て
は
、
過
去
の
不
祥
事
の
反
省
に
立
ち
、
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
回
復
に
向
け
て
努
力
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

平
成
十
年
七
月
に
中
村
前
法
務
大
臣
が
就
任
し
た
際
に
は
、
原
田
法
務
事
務
次
官
が
、
私
費
を
も
っ
て
お
祝
い
の
た
め
に 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
能
力
、
適
性
を
備
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



 

三
の
（
3
）
に
つ
い
て 

三
の
（
1
）
及
び
（
2
）
に
つ
い
て 

二
の
（
5
）
に
つ
い
て 

国
家
公
務
員
は
、
国
家
公
務
員
法
に
よ
り
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
べ
き
こ
と
、
官

職
の
信
用
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
一
定
の
政
治
的
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
の
服
務

義
務
が
課
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
政
治
家
、
大
臣
と
の
関
係
等
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
れ
以
前
の
例
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が
交
付
し
た
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
同

じ
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

酒
を
贈
っ
て
い
る
。 

右
の
酒
は
、
法
務
省
職
員
が
、
公
務
の
た
め
に
同
大
臣
の
参
議
院
議
員
会
館
内
の
事
務
所
に
公
用
車
を
使
用
し
て
赴
い
た

際
に
、
併
せ
て
持
参
し
た
。 

原
田
法
務
事
務
次
官
が
、
私
費
で
購
入
し
た
酒
を
陣
内
法
務
大
臣
に
贈
っ
た
行
為
は
、
私
的
な
も
の
で
あ
る
。 

五 

 



 

御
質
問
の
「
指
揮
権
」
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
は
、
中
村
前
法
務
大
臣
が
、
平
成
十
年
七
月
の
就
任
後
間
も
な
い
こ
ろ
、

検
事
総
長
ら
に
対
し
、
検
察
官
は
、
議
院
内
閣
制
の
下
、
国
会
の
指
名
を
受
け
た
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
法

務
大
臣
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
国
民
の
た
め
に
職
務
を
遂
行
す
る
べ
き
で
あ
る
旨
述
べ
た
も
の
と
承
知

し
て
い
る
。 

御
質
問
の
石
垣
島
の
リ
ゾ
ー
ト
施
設
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
二
十
九
日
、
石
垣
島
に
ホ
テ
ル
を
持
つ
同
大

臣
が
他
社
の
開
発
に
待
っ
た
を
か
け
た
旨
の
報
道
が
な
さ
れ
た
た
め
、
同
年
九
月
一
日
ご
ろ
、
当
該
報
道
に
つ
き
、
同
大
臣

が
、
報
道
関
係
者
に
説
明
を
し
た
後
に
お
い
て
、
刑
事
局
長
を
含
む
法
務
省
幹
部
が
い
る
席
で
、
同
大
臣
か
ら
そ
の
経
過
の

説
明
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
大
臣
が
、
検
事
総
長
や
刑
事
局
長
に
対
し
、
同
リ
ゾ
ー
ト
施
設
に
関
す
る
事
件
の
捜

査
を
促
し
た
事
実
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

御
質
問
の
顚て

ん

末
書
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
二
十
七
日
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
ガ
ー
氏
の
上

陸
を
特
別
に
許
可
し
た
際
に
、
大
阪
入
国
管
理
局
関
西
空
港
支
局
に
お
い
て
同
人
か
ら
顛
末
書
を
徴
し
、
同
書
面
が
同
支
局

か
ら
法
務
省
入
国
管
理
局
へ
送
付
さ
れ
た
後
、
同
局
の
担
当
課
長
が
同
書
面
を
大
臣
室
に
持
参
し
、
そ
の
後
、
同
書
面
が
大

臣
室
か
ら
同
局
に
返
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



 

 

七 

三
の
（
4
）
に
つ
い
て 

御
質
問
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
内
閣
に
お
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
参
議
院
予
算
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
中
村
前
法
務
大
臣
が
、
自
ら
の
言
動
を
め
ぐ
り
国
会
審
議
に
重
大
な
支
障
を
来
し
責
任
を
痛
感
し

て
い
る
と
し
て
辞
任
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
政
治
家
と
し
て
最
大
の
責
任
の
取
り
方
を
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
同
委
員
会
理
事

会
の
御
了
解
を
得
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
の
（
5
）
か
ら
（
7
）
ま
で
に
つ
い
て 

国
家
公
務
員
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
国
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
を
厳
に
慎
む

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 

し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
公
務
員
の
本
分
を
わ
き
ま
え
な
い
一
部
職
員
の
不
祥
事
に
よ
り
、
行
政
と
公
務
員
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
を
傷
つ
け
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
不
祥
事
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
国
家
公
務
員
の
綱
紀
保
持
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
議
員
立
法
と

し
て
御
提
案
い
た
だ
い
て
い
る
い
わ
ゆ
る
公
務
員
倫
理
法
案
が
成
立
し
た
際
に
は
、
そ
の
適
正
な
運
用
に
万
全
を
期
し
て
ま

い
り
た
い
。 


